
 

 

 

  お問い合わせ先 

 

 

 

紙面中、電話番号に市外局番の記載がない場合、市外局番「045」です。   

区 名 電話番号 ＦＡＸ番号 

青葉区 ９７８－２４５３ ９７８－２４１６ 

旭区 ９５４－６１２８ ９５５－２６７５ 

泉区 ８００－２４１７ ８００－２５１３ 

磯子区 ７５０－２４１６ ７５０－２５４０ 

神奈川区 ４１１－７１１４ ３２４－３７０２ 

金沢区 ７８８－７８４９ ７８６－８８７２ 

港南区 ８４７－８４５８ ８４５－９８０９ 

港北区 ５４０－２２３７ ５４０－２３９６ 

栄区 ８９４－８０６８ ８９３－３０８３ 

瀬谷区 ３６７－５７１５ ３６４－２３４６ 

都筑区 ９４８－２３１６ ９４８－２３０９ 

鶴見区 ５１０－１８４７ ５１０－１８９７ 

戸塚区 ８６６－８４６３ ８８１－１７５５ 

中区 ２２４－８１６５ ２２４－８１５９ 

西区 ３２０－８４１７ ２９０－３４２２ 

保土ケ谷区 ３３４－６３８４ ３３１－６５５０ 

緑区 ９３０－２４３３ ９３０－２３１０ 

南区 ３４１－１１４１ ３４１－１１４４ 

 

健康福祉局医療援助課 ６７１－４１１５ ６６４－０４０３ 

受付時間：月～金曜日（祝日及び12月29日～１月３日を除く） 
               午前８時４５分から午後５時 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お住まいの区の区役所高齢・障害支援課 

横浜市 

 

 

◎ 更生医療とは                                       

更生医療は、障害者総合支援法に基づき、身体障害者手帳に書かれている障害を除去したり、程度を

軽くしたりするために必要な医療を、各都道府県や政令市・中核市が指定する医療機関で受けることが

できる制度です。 

更生医療の自己負担額は総医療費の１割ですが、更生医療を受ける方の世帯の所得額等によって月額

自己負担上限額（次ページを参照してください）が定められています。   

 

◎ 対象となる方                                       

身体障害者手帳をお持ちの18歳以上の方（呼吸器、ぼうこう及び直腸機能障害は除く） 

 

◎ 申請・相談先                                       

お住まいの区の区役所の高齢・障害支援課 

 

◎ 申請時期                                         

指定医療機関で医療を受ける前に申請が必要です。（事前申請）※約１か月半の余裕をみてください。 

 

◎ 意見書                                          

  医療を受ける指定医療機関の指定医師から意見書（所定の様式）を書いてもらって申請してくださ

い。 

 

◎ 障害者更生相談所による判定                                

  意見書の内容に基づき、障害者更生相談所で更生医療が認められるかどうかの判定を行います。 

 

◎ 指定医療機関                                       

障害者総合支援法の規定による各都道府県・政令市・中核市の指定を受けた医療機関のみで更生医

療を受けられます。また、院外薬局や訪問看護ステーションをご利用になる場合も同様に、指定を受

けたところに限って利用できます。横浜市内の医療機関等が指定を受けているかどうかは、横浜市ホ

ームページ等でご確認いただくか、健康福祉局医療援助課または各区高齢・障害支援課(裏面参照)へ

お尋ねください。 

 

◎ 支給認定期間                                       

最長で１年間です。医療の継続が必要な場合は、有効期間が満了する前に継続の手続きが必要です。 

 

◎ 「重度かつ継続（高額治療継続者）」について（市民税課税世帯が対象）            

 次の疾病等に該当する方は、「重度かつ継続」として、月額の負担上限額が設けられています。 

 １ 腎臓機能障害・小腸機能障害・免疫機能障害・心臓機能障害（心臓移植術後の抗免疫療法に限

る）・肝臓機能障害（肝臓移植術後の抗免疫療法に限る） 

 ２ 健康保険から支給される高額療養費が、「多数該当」に該当している世帯  

 

 

 

 

令和７年６月作成 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪申請のため持参していただくもの≫ 

 （１）身体障害者手帳 

 （２）特定疾病療養受領証（健康保険加入で人工透析療法の方） 

 （３）個人番号カード 

 （４）本人確認書類（例：身体障害者手帳、運転免許証、パスポート） 

 

◎ マイナンバー（個人番号）について                     
平成２８年１月から自立支援医療（更生医療）の手続きにおいて、マイナンバー（個人番号）の記入が

必要になりました。 
 

マイナンバーを記載した書類を提出する際、「通知カード」だけでは本人確認は完了しません。記載さ
れたマイナンバーが確かにご本人のものであるか、また、申請者がご本人であるかの確認が必要となりま
すので、「通知カード」のほか「身体障害者手帳」「運転免許証」「パスポート」などの本人確認書類を
お持ちください。 

ご本人が「個人番号カード」を提示して申請する場合は、1枚で「本人の身元確認書類」と「本人の番
号確認事項」を兼ねますので、複数の書類は不要です。 

◎ 自立支援医療（更生医療）受給者証と自己負担上限額管理票                  

 支給認定された方に、「自立支援医療（更生医療）受給者証」と「自己負担上限額管理票」を交付しま

す。 

 医療機関等（薬局や訪問看護事業者を含みます）を受診される場合には、健康保険証と一緒に、「自立

支援医療（更生医療）受給者証」と「自己負担上限額管理票」を医療機関の窓口に必ず提出してくださ

い。「自己負担上限額管理票」には、原則として１割の負担額が記入されます。 

 なお、入院時の食事代は、「自己負担上限額管理票」の対象額には該当しません。 
＊入院のみの場合及び所得に応じた区分が生活保護受給世帯の場合は「自己負担上限額管理票」は交付い
たしません。 

◎ 窓口での月額の負担上限額                           

医療機関の窓口での自己負担は保険診療の１割になります。また、１か月あたりの負担の上限額は次ペ

ージの表のとおりです。 

国民健康保険加入者 

生活保護世帯 

組合健保・共済組合・協会けんぽ加入者 

原則全員分の写し 

対象者の写し 

（１） 

従来の健康保険証、

資格確認書、資格情

報のお知らせ、マイ

ナポータルの保険証

情報画面を印刷した

もの 等 

支給認定申請書 

≪申請のため必ず提出していただくもの≫ 

（２） 

（５） 

（３） 更生医療意見書 

生活保護証明書 

（４） 医学的意見書 

後期高齢者医療制度加入者 同じ住民登録世帯の 

後期高齢者医療加入者全員分 

市町村民税課税証明書等 

・判定すべき課税年度（※）の市町村民税が横浜市以外

で課税されている方 

① お住まいだった市町村の市町村民税「課税証明書」 

② 住宅借入金等特別税額控除を申請した方は併せて

「源泉徴収票、確定申告書」の写し 

・非課税の場合、障害年金等の金額のわかるもの 

 

※４～６月が診療開始予定月の場合は前年度 

 ７～３月が診療開始予定月の場合は当年度 

横浜市では、自立支援医療（更生医療）に経過措置を設けています。 
                （令和９年３月診療分まで） 

 
 

 

 

◎ 横浜市が独自に実施する経過措置                     
 

市民税の課税世帯が対象 
国の定める自己
負担限度額の基
準 

横浜市独自の 
経過措置の内容 

経過措置の期間 

(1) 
市民税の所得割額※２が 
3万3,000円未満の世帯 

医療保険の自己
負担限度額 

１か月の負担上限額を 
10,000円とします。 

令和９年３月診療分 
まで 

(2) 
市民税の所得割額※２が 
3万3,000円以上23万5,000

円未満の世帯 

医療保険の自己
負担限度額 

１か月の負担上限額を 
40,200円とします。 

 市民税の所得割額※２が23万5,000円以上の世帯は、下表の「重度かつ継続」に該当する場合のみ更生

医療の対象となります（ただし、令和９年３月診療分まで）。     

◎ 経過措置と所得区分別の窓口での月額の負担上限額                      

 医療機関の窓口では、原則１割負担です。しかし、月額の負担上限額に到達した場合、その月について

はそれ以上の負担はありません。医療機関等（薬局や訪問看護事業者を含みます。）での支払いごとに、

自己負担額を「自己負担上限額管理票」に記入してもらい、管理します。 

入院時食事代（標準負担額）については、１割負担とは別に自己負担となりますが「自己負担上限額管

理票」に記入はしません。ただし、生活保護世帯では入院時食事代の自己負担はありません。 

 

                          

 

 

※１ 「重度かつ継続」に該当し市民税の所得割額※２が23万5,000円以上である世帯について、更生医

療の対象とし月額自己負担上限額を20,000円とする国の経過的特例は、令和９年３月診療分までとなって

います。 

※２ 市民税所得割額は、寄付金控除や住宅借入金等特別税額控除前の金額となります。 

一定所得以下  中間所得層   一定所得以上 
 

  

生活保護世帯 
市民税非課税世帯 
本人収入≦８０万９千円 

市民税非課税世帯 
本人収入＞８０万９千円 

市民税（所得割※２） 
＜３万3,000円の世帯 

３万3,000円≦市民
税（所得割※２）
＜23万5,000円の 

世帯 

市民税（所得割※
２） 

≧23万5,000円 
の世帯 

 
 

 
負担 
０円 

（自己負
担上限額
管理票は
使用しま
せん。） 

 

 
 
   
 
 

月額 
負担上限

額 
２,５００

円 
 
 
 
 
 

 
月額 

負担上限額 
５,０００

円 
 

 
(1) 

月額負担上限額 
１０,０００円 

 
（令和９年３月診療分ま

で） 

 
(2) 

月額負担上限額 
４０,２００円 

 
(令和９年３月診療

分まで） 

制度に該当 
しません。 

 
 
  
 

月額負担上限額 
５,０００円 

 
 
 
 

月額負担上限額 
１０,０００円 

 
 
 

月額負担上限額 
２０，０００円 

（令和９年３月診
療分まで） 

※１ 
 

横浜市では、中間所得層の自己負担を緩和するために、市独自で上限を設ける経過措置を行って

います。（国の経過措置に準じて令和９年３月診療分までの特例となっています） 

 「重度かつ継続」の該当者 

経過措置(1)(2)：中間所得層の世帯に、市民税所得割額※２に応じた月額負担上限額を設けます。 

（医療機関の窓口負担は１割負担・月額負担上限額を１０，０００円または４０，２００円） 


